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竹原市予算特別委員会 

 

平成３０年３月７日開議 

 

審査項目 

１ 議案第 ６号 平成３０年度竹原市一般会計予算 

２ 議案第 ７号 平成３０年度竹原市国民健康保険特別会計予算 

３ 議案第 ８号 平成３０年度竹原市貸付資金特別会計予算 

４ 議案第１２号 平成３０年度竹原市介護保険特別会計予算 

５ 議案第１３号 平成３０年度竹原市後期高齢者医療特別会計予算 

【市民生活部・福祉部】 
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              午前９時５０分 開議 

委員長（高重洋介君） おはようございます。 

 ただいまの出席委員は１３名であります。定足数に達しておりますので，これより第４

回予算特別委員会を開会いたします。 

 前回に引き続き，部ごとの詳細審査を行ってまいります。 

 本日は，市民生活部，福祉部所管の審査となります。本日の所管については，一般会計

以外にも特別会計もあります。各部とも，一般会計，特別会計の順に審査を行います。 

 まずは，市民生活部所管の審査を行います。 

 市民生活部長より，担当部署所管事業について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 皆様おはようございます。 

 委員長をはじめ，委員の皆様におかれましては，お忙しい中，予算特別委員会を開催し

ていただきまして，まことにありがとうございます。 

 本日は，私の方から市民生活部の所管いたします予算の概要について御説明をさせてい

ただきますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 では，ここから座って説明をさせていただきます。 

 平成３０年度当初予算案の概要，これをもとに説明をさせていただきます。 

 概要の１６ページ，下の欄をごらんください。 

 市民生活部の平成３０年度予算における新規拡充事業は，輝く竹原プロジェクト事業で

ございます。 

 市民の安全・安心を図るため，市内事業者からの寄附金により，幹線道路に対して新た

に防犯灯を設置するもので，１１１万６，０００円を計上させていただいております。 

 続きまして，２３ページ，２４ページをお開きください。 

 平成３０年度の市民生活部が所管する主な事業といたしましては，まず２３ページ，上

の段，子どもが夢をもち人が輝くまちづくりへの挑戦では，一番上の子育て環境の充実の

中で，３列目の上から２行目，乳幼児等医療費助成事業といたしまして４，０６１万９，

０００円を計上させていただいております。また，下の段，健やかで支え合う安心のまち

づくりへの挑戦では，一番上の医療の充実と健康づくりの推進の中で，２列目，上から３

行目，後期高齢者健診事業といたしまして１，１４３万９，０００円を，３列目，１行目

と３行目，特定健康診査等事業といたしまして２，２５５万８，０００円を，生活習慣病
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重症化予防事業といたしまして５７６万８，０００円をそれぞれ計上させていただいてお

ります。また，一番下の暮らしの安全と安心の確保の中で，街路灯設置事業といたしまし

て４３５万円を計上させていただいております。 

 ２４ページ，上の段，竹原の持つ住みよい環境づくりへの挑戦では，２段目，自然環境

の保全・活用の中で，大久野島活性化事業といたしまして５５万円を，次の循環型社会の

形成の中で，広島中央環境衛生組合への負担金といたしまして４億６６０万４，０００円

を，また指定ごみ袋導入事業といたしまして３，０１２万３，０００円をそれぞれ計上さ

せていただいております。 

 また，中段，安全でしっかりとした都市基盤づくりへの挑戦では，一番下，下水道の整

備の中で，３列目，合併処理浄化槽普及事業といたしまして１，５４７万６，０００円を

計上させていただいております。 

 また，その下，みんなで築くまちづくりへの挑戦では，中ほど，地域活動と協働のまち

づくりの推進の中で，地域自治振興交付金事業をはじめ，その他関連３事業合わせまして

２，４０２万２，０００円を計上させていただいております。 

 所管しております主な事業といたしましては，以上でございます。 

 続きまして，国民健康保険特別会計について御説明をいたします。 

 ４５ページ，４６ページをお開きください。 

 平成３０年度国民健康保険特別会計は，総額は３５億５，１６９万１，０００円で，対

前年比，額にして４億９，９８６万７，０００円，率にして１２．３％の減となっており

ます。増減の主な要因につきまして，まず歳出から申し上げますと，総務費において国保

県単位化に係るシステム改修費の減少により，額にして２，２２１万９，０００円の減と

なっております。また，保険給付費におきまして，被保険者数は減少しておりますが，１

人当たりの保険給付費が増加しており，額にして１，１０２万７，０００円の増となって

おります。国民健康保険事業費納付金におきましては，国保県単位化に伴い，県から示さ

れました８億２，０７２万８，０００円が皆増となっております。また，諸支出金におき

まして返還金を計上いたしましたので，額にして２，８７０万９，０００円の増となって

おります。その他，国保県単位化に伴いまして，後期高齢者支援金等，前期高齢者納付金

等，老人保健拠出金，介護納付金，共同事業供出金が皆減となっております。 

 歳入における主な増減の要因につきましては，国民健康保険税におきまして，国保県単

位化に伴う保険税率の改定により，額にして７，４０５万６，０００円の減となっており
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ます。また，県支出金におきまして，同じく県単位化に伴い，保険給付費に必要な財源等

が県支出金として交付されるため，額にして２５億７８０万８，０００円の増となってお

ります。また，繰入金におきまして，一般会計繰入金及び国民健康保険財政調整基金繰入

金が，額にして２，５５４万９，０００円の増となっております。その他，国保県単位化

に伴いまして，国庫支出金，療養給付費等交付金，前期高齢者交付金，共同事業交付金が

皆減となっております。 

 国民健康保険特別会計については，以上でございます。 

 続きまして，後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

 ５３ページをお開きください。 

 平成３０年度後期高齢者医療特別会計は，総額は４億７，５１８万３，０００円で，対

前年比，額にして２，８９４万円，率にして６．５％の増となっております。後期高齢者

医療保険制度は，事業主体である広島県後期高齢者医療広域連合が事業全体の予算組みを

しております。構成する市町は，毎年広域連合から負担金の形で示される事業費を予算化

し，保険料と繰入金をもって財源措置しているものでございます。今回の増額の要因とい

たしましては，保険料率の改定及び被保険者数の増により保険料が増加し，これに伴って

保険基盤安定繰入金も増加したものでございます。 

 私からの概要説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） ありがとうございました。 

 それでは，説明が終わりましたので，これから質疑を行っていきたいと思います。 

 また，歳出費目を審査していきますが，その審査過程において特定財源である歳入に対

する質疑がある場合は，歳出に合わせて質疑をしていただきますようお願いを申し上げま

す。 

 では，総務費，総務管理費，一般管理費，４８ページ，４９ページをお開きください。 

 中ほどの２．行政連絡に要する経費について質疑を求めます。 

 質問のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，５８ページのコミュニティ振興費，続いて次

のページの上段までございます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） それでは，６０ページ，中段ですね，支所及び出張所費につい

て。 

 質疑のある方はお願いします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，諸費の方に参ります。 

 ６２ページの下段から次のページにありますが，その中で，６３ページの街路灯設置に

要する経費で，めくっていただきまして，４番，防犯活動に要する経費，５．一般事務に

要する経費，６．輝く竹原プロジェクトに要する経費について質疑を求めます。 

 質疑がある方は，挙手にてお願いいたします。 

 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） 街路灯設置に要する経費で，１９番の街路灯設置補助金，この中身

はどういったものが対象になるのですか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 街路灯設置費補助金についての質問でございます。 

 この補助金につきましては，従前より，蛍光灯からＬＥＤ灯への改修，またＬＥＤ灯防

犯灯の新設に対する事業費に対して補助金を交付させていただいたところでございます。

補助金につきましては，補助率が２分の１でございまして，補助金額については，上限額

が２万円とさせていただいているところでございます。 

 なお，こちらの補助金につきましては，今回リース事業で自治会の皆さんが管理されて

おります街路防犯灯については，全灯ＬＥＤ化をされ，リースで今整備事業を進めさせて

いただいたところでございます。その際，新設要望等について数回照会をさせていただき

まして，各自治体から要望があったものを全て新設させていただいておりますので，おお

むね新設整備は済んだものと考えているところでございます。そのため，この補助金につ

きましては，新たに交付要件をつけさせていただいておりまして，防犯灯が設置されてい

るものから，おおむね１０メートル以上離れているもの，それ以外に，新たに住宅地が形

成されたもの，また新たに道路等が整備されたもの，それ以外に，これまで自治会あるい

は商店街の皆さんが設置されていたものが撤去され，防犯灯が必要になった場所というこ

とで，この３点に該当した場合に限り補助金の方を交付させていただくということとして

おります。 
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 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

 よろしいですね。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その下の段，交通安全対策費，次のページの上段まで

ございます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，戸籍住民基本台帳費の方に移ります。 

 ７４ページ，７５ページをお開きください。 

 ７４ページ，戸籍住民基本台帳費ですね。その中の１．人事管理に要する経費は除きま

す。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，民生費の方に移らせていただきます。 

 ８６ページをお願いします，８６ページですね。社会福祉総務費の一番下の段で，国民

健康保険事業に要する経費，ここのみですね。次のページにもまたいでおります。 

 質疑ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，老人福祉費。 

 ９７ページをお開きください。９７ページの上段です。上段の一番下の列の１０番，老

人福祉事業健康事業に要する経費について質疑のある方はお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，そのページ，その下ですね，国民年金。 

 国民年金費について質疑のある方はお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） その下，人権推進費。その中の人事管理に要する経費を除きま

す。１枚めくっていただきまして，３．人権啓発活動に要する経費のうち，竹原市企業関
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係者同和問題研究協議会ですね，それの負担金と補助金を除きます。 

 山元委員。 

委員（山元経穂君） ９９ページ，人権教育啓発活動に要する経費で，１３番，地域活性

化事業委託料，これは前年までなかった予算ですが，４３万円，どのような使い方をされ

るのか，お聞きしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（堀川ちはる君） こちらにつきましては，市民に親しみやすく地域に密着

した多様な啓発活動を行うこととして，法務省の委託事業で５年に１回事業を実施するこ

ととなっております。例年行っている人権フェスティバルの人権啓発市民講座の費用に充

てるほか，効果的に人権に関する講演会をもう一つ企画・予定をいたしております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） わかりました。ありがとうございます。 

 一つ，人権啓発という幅で聞きたいと思うのですが，市長が，このたびの予算で人を活

かす予算ということを掲げております。その中で，竹原市全般にとって人権という概念を

どのように考えておられるのか，お伺いしたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（堀川ちはる君） 市全体としての人権という考え方でございますが，人権

推進室の業務，人権推進，人権啓発という部分は，人が生きる上で大切な部分であると認

識しております。ソフト事業的なものが多く，明確な数字での評価等は難しいところでは

ございますが，地域の人との関係性，連携をしながら，行政のみだけでなく，地域の皆さ

んとともに人権啓発，市民一人一人が人権を大切にされる，明るく住みよいまちづくりの

実現ということ，少しずつではありますが，引き続き進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 山元委員。 

委員（山元経穂君） これは質疑ではありませんが，いい答弁をされているので，もう少

し大きな声でしゃべられた方がいいと思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 
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委員（松本 進君） １つは，９９ページの人権教育啓発推進活動で，人権啓発推進団体

補助金というのが５０万円ありますけれども，これは昨年と名称が違うのではないかとい

うことで，別の団体に支給されるのかということをまずちょっとお願いしたいのと，それ

であとはその関連で人権推進で，資料は２２ページ，予算資料，私の方の２２ページで資

料を出させていただいて，これ見ると，人権推進の分で，私がお願いしたのは，竹原市で

結婚とか就職とか，部落差別に起因するという，部落問題を原因とする差別事象はどうな

のか，それとその概要についてはどうなのかということの資料を求めました。２９年度の

分では，１件というふうに報告があります。ですから，１つはこの資料の分の説明で，概

要というのが抜けておりますので，その概要と，それから１件事件が発生したということ

で，竹原市が，これは公文書でこういう１件発生したという公文書になっています。です

から，先ほど言った概要の説明と，部落差別事件だという断定した根拠といいますか，こ

ういう根拠があって，この１件は部落差別に当たるのだよという，その根拠を明確に説明

していただければというふうに思います。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（堀川ちはる君） まず，人権啓発推進団体補助金への団体が変わっている

のではないかという御質問でございますが，これは，昨年度と同様，部落解放同盟竹原市

協議会への補助金でございます。名称を変更いたしております。 

 もう一点，資料要求いただきました，差別事象の概要ということでございます。今回，

差別文書が市内各所に配布されたことを受けまして，問題提起は，人権センター，人権推

進室の方にも寄せられております。そうしたことから，複数問題提起が寄せられました

が，１件として資料要求に対して回答をさせていただいております。 

 あと，それに対する断定した根拠でございますが，差別文書の内容を見ますと，部落と

いう言葉を使い，特定の人を陥れるような表現がございました。それを差別事象として１

件とさせていただいております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 名称の変更の場合は，なぜ変更される必要があるのかなということ

で，ちょっとお願いしたというのが１つ再質問と，もう一つは，私が伺ったのは，これは

公文書で議決に基づく資料要求ですから，それはプライバシーに関わるのはちょっと，そ

この例えばＡさん，Ｂさんという固有名詞とかというのはあれでしょうけれども，概略と
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いうのはどういったものかなと，いついつ発生したのかなということで，確認と同時に，

確かに部落という名が使われていたということで差別文書の１件だということですよね。

ですから……。特定の人を指してということがありました。私がちょっと聞いたのは，例

えばＡさんと，Ａさんに対する部落という言葉があったとして，これは人権侵害というの

はいろんな分がありますから，そこの人権侵害一般的なことを私は今言っているわけでは

なくて，資料要求としては，部落問題に特定した原因で，差別事件の件数は何件かという

ことで，部落問題を限定したというような聞き方しているのです。ですから，市がそうい

う判断する場合は，例えば名前が使っているからというだけではなくて，それだけではな

くて，ＡさんならＡさんとかという，その名前と部落と，こうあったのでしょうけれど

も，しかし根拠が要ると思うのです。というのは，御存じのように，特別措置法が今は廃

止になっていますけど，特別措置法の時は，地域を限定してそこの，あの地域はいろんな

社会的差別で，今虐げられてきた，だからそれをやっぱり平等にしていこう，いろんなハ

ード，ソフトをよくしていこうというのが特別措置法の趣旨があって，竹原市でも何カ所

かそこに指定した地域がありました。ですから，そこの指定した地域は，今は特別法がな

くなっているという面では，平たく言えば，どこが部落差別の地域に該当するのか，どこ

が，どの人がどうなるのかということは特定できないはずなのです。その特定できない分

を根拠をもって，部落差別……。 

委員長（高重洋介君） 予算の関連の質疑をお願いいたします。 

委員（松本 進君） そこまでちょっと人権推進の肝心なところですから，どういう特定

される根拠はどこにあるのかなというのがわかればちょっと教えてほしいし，今あなたが

言えないのなら，今度は全体質疑で聞きます。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長，わかる範囲で。 

 では，済みません，市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 済みません。 

 差別事件，これであるという根拠ということでございますが，部落差別におきまして

は，今回の差別文書の内容，真意，そういったことにも関係なく，今回の使われ方という

ものが，いわゆる社会意識としての差別観念，そういった市民の皆様の心の中に漂ってい

る，こういったところを悪用して，これが使われている。このことは，差別を助長するこ

とにつながってくるという判断のもとで，これは明確な部落差別事件である，こういった

認識のもとに，この１件という回答をさせていただいております。 
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委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっとやりとり同じこと……。 

委員長（高重洋介君） 最後の質問でお願いします。 

委員（松本 進君） 同じことを繰り返しても仕方がないのですが，私が聞いたのは，い

ろんな文書とかそんなので配布されて，その人が傷つけられるとか，そこのことは人権侵

害というので，それはいろんな対応の仕方があると思うのですが，そこのことを今言って

いるわけではないのです。公文書で，部落差別で，それは人権侵害の一つですけども，部

落差別の事件が起こったというのが公文書で１件上がっているから，部落差別と決める根

拠はというのは何なのかということで，社会的意識云々かんぬんとか言われるけども

……。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，全体質疑でお願いします。 

委員（松本 進君） わかりました。そういう分でちょっと……。 

委員（宮原忠行君） いやいや，やってもらっておけ。全体質疑へ行っても不細工だ。言

わせえ，言わせえ。全体質疑で市長に答弁求めるようなものではないわ。今やってもらっ

た方がいいよ。委員長間違いなく。 

委員長（高重洋介君） では，松本委員，もし可能であれば。 

委員（松本 進君） 私の方から，部落差別という根拠が，その特別法が解消したから，

根拠がなくなっている。だから，いやいや，それは根拠はないけども，何だか市が断定し

た特別な理由があるなら，それちょっと聞きたいのがあるわけよね。だから，人権侵害の

一般のことを聞いているのではないのよ。だから，人権侵害，パワハラからセクハラか

ら，いろんな人権侵害一般のはたくさんあるわけだから，たくさんあるわけだから，その

対応が要るのは間違いないのです。しかし，今日ここの中で聞いている人権侵害の中の部

落差別だというのは，あなたが言われるから，特定して，何が根拠で，こういう公文書報

告で上げたのかと，その概要はどうなのかというので。 

委員長（高重洋介君） 答弁されましたよ，そういう。 

委員（宮原忠行君） それでは，言いたことを言わせて。 

委員（松本 進君） いやいや，そうではなくて，社会的意識というか，あるから，社会

的……。 

委員（宮原忠行君） かみ合わない。 

委員（松本 進君） だから，私は全体質疑で聞かないとしようがないと。 
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委員（北元 豊君） そのぐらいにしときましょう。 

委員（松本 進君） わかりました。そういうことにしましょう。 

委員長（高重洋介君） その他はございませんか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） 問題はね，松本さんは松本さんの考え方があっていいと思うのだけ

れども，地区指定とか，そういうことではなくて，部落出身，それが事実かどうかは知ら

ないよ，部落出身であるということを強調しての，主権者たる有権者の心の中にひょっと

すれば潜むかもわからない差別意識というか，これを利用して，誰が，どれぐらい意識し

てか知らないよ，それを自己の選挙に有利にしようとするとか，あるいは特定の候補者を

貶めようとする，まさに部落出身であるということの普遍的に，あたかも空気を吸うごと

く，意識するとしないとに関わらずよ，そういうふうな部落に対する偏見とか差別意識と

いうものを利用して特定の候補者を貶めんとしたところに，まさに個別具体的な差別事象

というのがあらわれているわけだから，そこのところを捉まえて具体的に部落差別事件

と，こういうふうに捉えられたのだろうというふうに理解しているが，そういうふうに理

解してよろしいか。簡単でよろしいです。 

委員長（高重洋介君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） まさに，今委員御指摘の，いわゆる部落差別の本質的な部

分がいろいろございますが，そういったところに極めて重大な影響を与えている差別事件

である，そういう認識でおります。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） その他。 

 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） 確認で，これ９９ページだけですかね。次は，まだ行ってない。 

委員長（高重洋介君） いや……。そうですね，１０１の上段。 

委員（堀越賢二君） 別件で。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） 先ほどの件とは違うところでお願いいたします。 

 １０１ページのＤＶ等防止対策事業に要する経費の中の１１番，印刷製本費とありま

す。この内容について教えてください。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 
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人権推進室長（堀川ちはる君） １０１ページ，１１番の印刷製本費でございますが，こ

ちらは，ＤＶの啓発物品といたしまして，パープルリボンの缶バッジの作成であるとか，

冊子，相談窓口を周知するためのカードを作成しております。こちらは，市内医療機関，

大型商業施設，公共施設等に，女子トイレの方ですが，設置いたしております。それを追

加して，印刷，また設置するものでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員。 

委員（堀越賢二君） そのパープルリボン等の具体な数とか，わかれば教えてください。 

委員長（高重洋介君） 人権推進室長。 

人権推進室長（堀川ちはる君） パープリリボン，リボンという形ですとすぐくちゃっと

なってしまうので，缶バッジの形で３００個予定をいたしております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，隣保館費の方に移らせていただきます。 

 １０１ページから１０３ページでございますが，１０１ページ，人事管理に要する経費

は除きますので，１０３ページの部分で質疑のある方はお願いをいたします。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その下段，人権センター費の方に移ります。 

 １０３ページ，１０５ページにございますが，１０３ページの人事管理に要する経費は

除きますので，１０５ページの範囲で質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１０５ページ，その下段，後期高齢者医療費ですね。次の

ページにまたぎます。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，児童福祉費の方に参ります。 
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 １１０ページをお開きください。 

 １１１ページ下段の乳幼児等医療給付に要する経費について，質疑のある方はお願いを

いたします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 乳幼児医療の件で，資料も参考にちょっと出させていただいており

ます，これは資料の６ページだったと思うのですが。ちょっと確認したいことは，現在の

予算措置が３，８７９万６，０００円ということで，この予算でも３，８００万円いくら

か，現在の小学校６年までの入院，通院の分で一部負担がありますけれども，現在の施策

の分で３，８００万円要っているよと，かかっているよということで，あとはその下の方

に，一番下の方が自己負担なしという分で，中学校卒業までというのが，一番下のところ

がわかりやすいからちょっと聞いておきたいのですが，中学校卒業まで入院，通院とも自

己負担なしですね。今，自己負担というのは，１回行ったら５００円とか，４回までと

か，入院では２週間とかという，そのことを言っているのですが，この負担を完全になく

そうと思ったら，中学校卒業までは７，１９９万５，０００円云々ということで予算がか

かるということで，この現行との差が３，８００万円から，中学校卒業まで完全無料化す

るということでは７，２００万円弱ですか，そこまでかかるということで，その差が，見

てみますと約３，３００万円ぐらい要りますよということで，完全無料化の一つの例です

けども，そこまで中学校卒業の完全無料化では３，３００万円追加が要りますよというよ

うな認識でいいのかどうかということと，県内でも完全とか無料化とか一部負担とかとい

うのがいろいろあるのですが，中学校でも県内での実施団体の把握があれば，ちょっと教

えてほしいと。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） まず，１番目の御質問でございますけれども，中学校３年生ま

で自己負担なしで医療費を助成する場合は，先ほど委員がおっしゃられましたとおり，約

７，２００万円必要と推計しておりますので，現状の予算３，８７９万６，０００円との

差額の約３，３００万円が追加経費として必要になってまいります。 

 県内の他市町の状況でございますけれども，他市町の状況いろいろございまして，近隣

市町で言いますと，東広島市が，入院は中学校３年生まででございますが，通院は小学校

の３年生まで，三原市，大崎上島町が，入院，通院とも中学校３年生まで，呉市は，入院

が中学校３年生までで，通院は小学校６年生までの助成となっております。いずれも，自
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己負担は必要となっております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 一遍に３，３００万円で中学校完全無料化ということを要望したい

のですが，特に子どもへの投資とか，それから今特に貧困化というような状況も起こって

いて，やっぱりこういう制度を拡充することが，さっき言いました，よその自治体でも広

げています。ですから，そこらの拡充という考えが，私は訴えたいのですけど，そこらの

考え方をちょっと聞いておきたいと，今後の問題ですけど。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 乳幼児医療費助成制度につきましては，就学前の子どもを対象

とした県助成に加えて，本市の独自助成として，小学校６年生までを対象とした助成制度

を実施しております。さらなる対象の引き上げにつきましては，子育て支援の総合的な取

組の中で検討をしていく必要があると考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続きまして，衛生費，保健衛生費，保健衛生

総務費。 

 人権推進室長。 

人権推進室長（堀川ちはる君） 済みません。先ほどの答弁で修正をさせてください。 

 １０１ページの印刷製本費に関する御質問でございましたが，先ほど申し上げた缶バッ

ジにつきましては，その上段，消耗品費で対応させていただくものでございました。 

 印刷製本費につきましては，ＤＶカードの印刷の追加でございますが，１，５００万

枚，それとあわせてデートＤＶの啓発冊子，中学校用として２００部印刷製本費で計上さ

せていただいております。訂正をお願いいたします。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 堀越委員，よろしいでしょうか。 

委員（堀越賢二君） ありがとうございます。 

委員長（高重洋介君） それでは，保健衛生総務費の方に移ります。 

 １２６ページ，７ページをお開きください。 
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 下の方なのですが，３番，公衆衛生推進に要する経費と４．原爆被爆者対策に要する経

費ですね，この２点，質疑のある方はお願いをいたします。 

 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） この献血者報償……。 

委員長（高重洋介君） ページ数。 

委員（竹橋和彦君） １２７の公衆衛生推進に関する経費から献血者報償，この積算根拠

をお願いしたいのですけど。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 献血者報償につきましては，献血回数が２０回以上

の方に対しまして報償をお出しさせていただいているものでございまして……。 

委員（竹橋和彦君） 記念品ですか。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） ２０回以上の方に対して記念品の方を出させていた

だいているものでございます。 

 根拠でございますけども，平成３０年度１０人を見込んでおりまして，その方に対する

報償でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） 私は，これちょっと理解不足で申しわけなかったのですけれども，

先日も赤十字から私のもとに電話があって，協力依頼を要請されたのですけれども，粗品

を渡しているのではないですか，献血者に，それに充当しているものなのかなと思ってい

たのですけど，よく今聞いてみると，記念品だそうなのですけど，こちらの方へ回す予算

等というのは，今後お考えになるようなことはないのでしょうか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 献血の際に謝礼として記念品をお出ししている，昨

年ですと，洗剤とか，ああいったものにつきましては，公衆衛生推進協議会の方の予算の

方で記念品を出させていただいております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 竹橋委員。 

委員（竹橋和彦君） 公衛協も，おそらく財政的に大変だと思うのですけれども，もしこ

の中で今後予算措置していただけるものであれば，お願いしたいなと。 
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委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 確かに，記念品に係る予算といたしまして，２７年

度だったかと思いますけども，公衛協に対しまして１０万円の補助金の方を交付させてい

ただいております。しかしながら，公衛協の会計を見ますと，現在は何とか対応できてい

るということから補助金の方を廃止はさせていただいておりますけども，状況に応じて検

討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

委員（竹橋和彦君） はい。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，次のページをめくっていただきまして，健康増進対策

費の方に移ります。その中の１．健康づくり推進に要する経費のうち，１１．消耗品費，

１１．印刷製本費，１２．通信運搬費の一部，１３．後期高齢者健診委託料ですね，この

中について質疑のある方はお願いいたします。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１３０ページ，環境衛生費ですね。中段になります。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その下段，火葬場費，次のページの上段までございま

す。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 いいですか。よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１３４ページの方をお開きください。中段ですね。 

 毒ガス障害者対策費について，質疑のある方はお願いをいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，下段，公害対策費，次のページの上段までございます。 

 松本委員。 
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委員（松本 進君） １３５ページの一番下の公害対策の調査分析の委託料がありまし

て，例年どおりといいますか，ちょっと少なく予算計上していますけれども，聞きたいの

は，以前田万里の産廃場があって，水質の汚染とか，いろいろ心配がされましたけれど

も，旧田万里の産廃場の直下の河川の水質調査の場所といいますか，そこらはやられてい

るのかどうかを，この中の４１６万円で，産廃場があった河川，田万里川に流れると思う

のですが，直下の水質調査の箇所をやっておられるのかどうかということと，ここの中に

入っているのかどうかということと，これまでの水質に何か特に変化といいますか，そこ

らの状況はどうなのかなということをちょっとあわせて聞いておきたい。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，こちらの調査分析委託料につきましては，大

気，あるいは水質，自動車騒音等，もろもろの調査をさせていただいている費用でござい

まして，河川につきましては，松本委員の言われます田万里川，２号線の消防格納庫の下

あたり，スミヒロ，スエヒロ，スミヒロ自動車といいますかね。 

委員（堀越賢二君） すみひら。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 済みません。すみひら自動車の手前あたりの水質調

査を毎年６回行っております。この分析結果でございますが，生活環境基準について，現

在上回っているということは起こっておりません。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 私が指摘した産廃場よりは大分下流域になるのではないのかなとい

うように，今の場所が，ちょっと思うのですけども，以前，埋め立てられて大分たってい

ますけれども，確かにその当時はいろいろ意見があったりして，率直に言えば，本来バッ

テリーとか埋めてはいけないようなものが入っていたりとか，いろんなそこに指定した品

目以外のものが入って，埋めたけれども，後，その水質の変化がどうなのかなというの

が，やっぱりチェックしないといけないのではないのかという意見が出ましたけれども，

ちょっと今の分では，もう少し大分下の方の下流域といいますか，率直な言い方すれば，

薄まってといいますか，ちょっと発見しにくいのではないかということで，さっき産廃場

の直下と言いましたけども，大分上になると思うのです。そこの調査をやる必要があるの

ではないかと思うのですが，そこらの考えをちょっと聞いておきたいと。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 
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まちづくり推進課長（國川昭治君） 元処分場の直下の調査でございますが，こちらの処

分場につきまして，場所の方が東広島市域になるということでございまして，この水質調

査については，東広島市と竹原市との協議のもとで，東広島市の方で直下の河川の調査は

していただいておりまして，こちらについても，調査の報告書については東広島市の方か

ら竹原市の方に提供いただいております。こちらについても，特に基準を超えるというこ

とで報告があったことはございません。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続きまして，清掃費の方に移らせていただき

ます。 

 １４０ページ，４１ページをお開きください。 

 清掃総務費，上段になります。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １４１ページの中段の廃棄物減量の経費ということが組まれておっ

て，その下には，審議会の会議も開かれております。それで，ここのごみ処理の関連資料

の分では，３２ページに出させてもらって，まず１日当たりの１人の排出量とか，リサイ

クル率とか，ごみの減量化目標とか，そういう分がちょっと報告があります。それで，指

摘したいという質問は，目標に対して減量化がうまくいっていないなというのが率直な，

資料，数値見る限りあると思うのですけれども，例えば審議会委員で１２万８，０００円

ですから，その会の回数も少ないのではないかと思うのですけれども，審議会の報酬が予

算組まれて，今年とか去年の実績とか，実際こういう現状が，減量化がうまくいっていな

い。ここで，審議会で具体的な市としても諮問して，うまくいっていないけども，これや

っぱり目標どおり進める，それ以上に加速的に減量化を進めるという対応が要るのではな

いのかなと思うのですけれども，そういった市の方から諮問したりとか，相手の審議会で

はこういう答申が返ったというふうな減量化を実質的にやるような減量化の答申があった

のかどうかを含めて，ちょっと聞いておきたいと。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 



- 157 - 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，廃棄物減量等推進審議会の予算の関係でござ

いますが，こちらのまず委員報酬につきましては，現在委員１４名のうち，９人に対し報

酬が発生しておりますので，９人分の２回を計上させていただいているところでございま

す。 

 ２９年度の実績でございますが，現在まで２回開催をいたしまして，減量等の審議をい

ただいているところでございます。今年度の予定として，また今月１回開催予定となって

いるところでございます。 

 また，ごみの減量目標，予算資料等の目標でございますが，平成２７年度８８５グラム

ということで，基本計画において目標を定めさせていただいておりますが，状況といたし

ましては，上記表のとおりでございます。こちらに向けましては，審議会の中でも減量方

策として，昨年度指定ごみ袋制度の方を導入させていただいたところでございますが，今

年度はとりわけ食品ロス等について，広報で５月よりずっと連載をさせていただいており

ますが，そういった部分の取組も含めまして，現在減量審議会等で審議いただいていると

ころでございます。よろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ここの２番目のところの目標は，やっぱり１０％削減しますよとい

う目標があって，その上の１のところが，１日当たりの排出量というのが実績がありま

す。ですから，２６，２７，２８というのは，逆に増えているというような状況で，やっ

ぱりそこが，確かに指定ごみ袋の導入という，そこは意見がいろいろあるのですけれど

も，市の方が提案された分で指定ごみ袋を導入して，これが今度は，２８年度は９６５グ

ラムだったけれども，今度は２９年度，３０年度は大分減っているよというような，そこ

の見通しなんかが，そこはどうなのでしょうか。それと，抜本的な，さっき言った減量化

の具体的な答申がどうなのかなという面では，市の方から積極的に，私が前に言っている

ような，収集分別というのですか，分別なんかを，それは手間が要るし，大変なんだけれ

ども，今の状況を考えて，循環型社会形成という，循環基本法の法律などは，徹底してリ

サイクルと，徹底して資源化して，だめな場合は燃やすというふうな考え方というのか

な，焼却処分するとか，そういういろんな処分の方法が出ているわけですけれども，そう

いった基本法の精神から見ても，まだまだ現実は増える傾向があるし，市として，もう少

し積極的な対策といいますか，減量化の対策，袋の導入以外にも対策が要るのではないか

という，現実には。そこは，提案した分別収集，それは手間は要るけれども，二，三年か
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かっても減らしていくという施策が要るのではないかということについて，ちょっとお尋

ねしておきたいと。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，ごみの実績でございますけども，２８年度に

ついて１人当たりが少し増えておりますが，こちらについては，港町の方で土砂崩れ等の

災害が発生しておりまして，それの災害ごみの方が３００トン近く入ったということで，

こちらを差し引きをさせていただきますと，実は１人当たりが減少しているという状況で

ございます。 

 指定ごみ袋の実績でございますが，２８，２９，比較いたしましたところ，１人当たり

７．２％程度の減少がしているということで，家庭ごみについては，この導入により，こ

の実績が出ているところでございますけども，直近の数値も見ますと，家庭ごみは微減で

はありますが徐々に減ってきているところでございますが，事業系ごみがやはり横ばい状

況にあるというデータにもなっておりますので，審議会におきまして，これまで事業者の

代表等が委員に入っていただいてなかったところなのですが，今年度から事業者の関係者

にも委員に加わっていただきまして，こちらの事業系の減量等についても現在意見をいた

だきながら取組を進めさせていただいているところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その下の段ですね。塵芥処理費の方に移ります。 

 １４３ページまでございます。 

 松本さん，ちょっと待って。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） 済みません，私にも平等に。 

 １４１ページの１３番のところの指定ごみ袋のところなのですが，最初部長が冒頭で指

定ごみ袋導入事業として３，０１２万３，０００円というふうなことがここに書かれてい

ることだろうとは思うのですけど，まず製作委託料，配送販売委託料，これを全部足した

ものが，先ほど冒頭に言われた数字なのか，ちょっと確認させてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 
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まちづくり推進課長（國川昭治君） 指定ごみ袋につきましては，大きく２，３００万

円，１９０万円，４５０万円，これらを含めまして，冒頭説明させていただいたものでご

ざいます。 

委員長（高重洋介君） 川本委員。 

委員（川本 円君） それでは，お聞きします。 

 昨年だったと思います。何月かはちょっと忘れたのですけど，燃えるごみの方で，草木

について，基本的にはごみ袋に全部入れてから持っていくというふうな形をとられてい

て，一部市民の皆様から袋が破けてどうにもならないというふうな苦情があって，何かス

テッカーを張って対応をする，どうのこうのという話になったと思うのです。それが，そ

の中身もそうなのですけど，市民の皆様にそれが伝わっていないように思えるのですが，

そのあたりをこの中に予算反映していないと思うのですけども，そこらあたりをもう一回

ちょっと詳しく教えていただきたいのですが。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，指定ごみ袋制度の内容でございますが，燃え

るごみ，その他不燃物等，指定の袋に入れていただきまして排出いただくという仕組みで

ございますけれども，川本委員御指摘の植木の剪定ごみ等については，とげがあったりと

か，袋に入れている途中に，市民の皆さんがちょっとけがをされたり，袋が破けたりとい

うことで，いろいろ御意見をいただいておりまして，こちらのごみにつきましては，吉名

の焼却場に直接搬入いただく場合に限りまして，袋に入れずに，直接お持ちいただいて，

そこで重量を計算させていただいて，それに応じて袋代を御負担いただくという制度に見

直しをさせていただいております。こちらについては，２９年７月から実施させていただ

いたところなのですが，広報等で周知はさせていただいたところなのですが，なかなか，

済みません，周知できていないということについては，改めて周知の方していきたいと思

っております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 川本委員。 

委員（川本 円君） ありがとうございます。 

 ですから，改めて印刷物等で広報活動をするとかという動きはしないのですか。今，広

報なんかで，何曜日は何です，こういうものは入れられますというふうな表の中に，それ

はちゃんと明記されていますか。 
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委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 広報でごみ出しの手引き等については，済みませ

ん，この制度を構築前にお出ししているので，ちょっと記載がない状況でございますが，

改めて広報等でまたお知らせをさせていただきたいと思っております。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） あの……。 

委員長（高重洋介君） マイクお願いします。 

委員（松本 進君） 広島中央環境衛生組合負担金の経費の分で，４億円いくら組まれて

います。それで，資料も３２ページの下にあるのですが，ちょっと聞きたいのは，この４

億円いくらの中で新施設，ごみ処理の建設に関わっての負担金がどのくらい入っているの

か。資料では，新年度予算が約１４億７，０００万円ということで，その中の竹原市負担

分が２億４，７００万円近くという負担金があります。ですから，１４億７，０００万円

のうちのごみ処理新施設の建設に関わってどれくらいこの中に入っているのかなという，

その予算の分だけをちょっとお聞きしたいのと，あとはこの下に……。 

委員長（高重洋介君） まず，そこを済みません。 

委員（松本 進君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長，お願いします。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 広島中央環境衛生組合に対します負担金といたしま

しては，平成３０年度４億６６０万４，０００円を計上させていただいておりますが，そ

のうち新ごみ処理施設に係るものにつきましては，資料にございますとおり，２，４７１

万４，０００円でございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ごみ処理の新設の分がこれということですね。１４億円がそういう

ことですよね，１４億円全体の分がね。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） そうです。 

委員（松本 進君） それで，竹原市分が，さっきいった２億円前後。 

委員（堀越賢二君） ２，４００です。 
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委員（松本 進君） ごめんなさい。２，４００万円余りということでした。 

 それで，確認というのは，下の方にスケジュールがあって，要するにこういうスケジュ

ールどおりで行くという目標で示されているのでしょうけどね，大変心配なのは，上の１

番，用地取得費が相当遅れて，ようやく保安林解除の関係で購入されたというような新聞

報道もありました。ですから，ここで確認しておきたいのは，わかればちょっと教えてほ

しいのが，造成工事がいつ始まって，いつごろ終わるのかなというスケジュールと，それ

で建設工事の分が，これいつごろ，造成工事が終わらないと始まりませんけれども，いつ

ごろ着工できそうなのかなという，その大枠ですね，それがちょっとわかれば教えてほし

いと。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） こちらにつきましては，組合の方で執行をいただい

ているということで，詳細については把握しておりませんけれども，本市で聞いている内

容といたしましては，確かに報道等のとおり，用地取得に時間を要したということから，

このスケジュールのとおりでございますが，造成工事につきましては，用地が現在国の方

から取得させていただくように進めておりますが，用地取得が済み次第造成工事に入ると

いうことでお伺いしております。 

 また，こちらで取得が遅れたというところでございますが，建設工事の実施設計につい

ては予定どおりに進んでいるということでお聞きしておりますので，こちらで造成工事と

建設工事の方を調整しながら，このスケジュールどおり進めていくように調整はしていき

たいということでお伺いしているところでございます。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） これ以上ちょっと報告が難しいのかもわかりませんが，要するに遅

れているというのがあって，もともと保安林解除の土地のもとが遅れているということ

で，それから造成事業者も入札が決まっていたのが，それがようやく平成２９年度の３月

ごろか，ちょっとそこはいつから始まるのかなというのが聞きたかった。それは，ちょっ

と報告ができないようですから調べていただきたいのと，建設工事についても，どこの事

業者がというのは，組合で決定されていますよね。それが，実際問題遅れているというこ

とで，確かに準備はされているのでしょうけども，通常でしたら，いろいろ建設工事は議

会の議決あった以降，すぐいろいろ段取りして着工するというのが，１年近くだと思うの
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ですが，遅れていますよね。ですから，そこはちょっとチェックしてほしいなという思い

です。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 答弁は。 

委員（松本 進君） その分で。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） まず，造成工事につきましては，現在国と土地取得

の契約をされているということでございますので，この契約が済み次第工事に入るという

ことでお伺いしております。 

 また，建設工事については，今年度の予定が実施設計ということであったようでござい

ますので，こちらの実施設計については，今年度予定どおり完了しているということでお

聞きしております。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） １点だけ。 

 今，指定ごみは丸２年ぐらいたったのか，大半の市民の方は協力して，分別もいろいろ

細かくやっておられると思うのですが，問題は，本川でも時々ごみ袋が流れております

が，特に夏になったら多くなる，異臭やなんかするからだろうけど。あれ，過料とかとい

うような方法で，抑止のために，そういう方法はできないのですか。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） ごみの不法投棄という関連だと思いますが，こちら

につきましては，通報があり次第，市の方で回収に行きまして，その場で袋の中身まで確

認させていただきながら，御本人が特定できるもの，郵便等がございますので，そういう

ものを確認し，まずその廃棄された方のお宅へ出向きまして指導させていただいていると

ころでございます。しかしながら，やはり不法投棄がひどい，悪質な場合等がございます

ので，こちらにつきましては，警察と連携をいたしまして，場合によっては，警察の方で

検挙されたりという実績もございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 宇野委員。 
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委員（宇野武則君） 広島など，ポイ捨て条例とか，非常に効果が上がっているのです

が，私，三原にいた折に，三原の景観条例でポイ捨てが２万円，ごみの不法投棄が５万円

になっている，条例でつくっているわけよ，フジの通りの方が全部ね。今言うように，

一々見えればいいよ。明神の波止の中に皆固まるのよ，あそこ，潮の関係で。外へ出た

ら，あなたら確認できないでしょ。年間通して抑止力になるなら，そういう方法しかない

のではないのかと思うのですが，審議会か何かあるのだろうから，そういうところで諮っ

て，線路沿いの自動車学校の水路のところでも，しょっちゅう年配の人が掃除してくれて

いるが。あそこへ，ぽんぽんと捨てて，車で行くのよ。だから，年間通して真面目にやっ

てくれよる人もいるわけだから，大半が，だからそういう抑止力のためにも，そういう過

料とかというふうな，罰金ではないのだろうから，そのような方法があるのだろうと思う

のですが，よその市がやっているわけだから，条例上できないことはないと思うのです

が，そこらは検討してみてください。 

委員長（高重洋介君） まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（國川昭治君） 他市町の状況等を確認させていただきながら，審議

会と諮って，また検討させていただきます。 

委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

委員（宇野武則君） はい。 

委員長（高重洋介君） その他はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，商工費の方に移ります。 

 １６５ページをお開きください。 

 １６５ページ，観光費の下段，観光交流振興に関する経費のうち，１９．大久野島活性

化協議会補助金について，質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，国民健康保険特別会計の方に移らせていただきます。 

 歳出，歳入の順に審査をしてまいります。 

 ２８４ページをお開きください。 

 上段ですね，一般管理費の人事管理に要する経費は除きます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，同ページの中段，国民健康保険団体連合会負担金につい

て，質疑のある方はお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，運営協議会費の方に参ります。 

 ２８８ページをお開きください。 

 ２８８ページ，運営協議会費，質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，保険給付費の方へ参ります。 

 ２９０ページをお開きください。 

 ２９０，２９１ページで，質疑のある方はお願いをいたします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １点だけにしますが，ここの給付費の……。２９０ページに保険給

付費がちょっとありますけれども，今度は単県化で統一されて，納付金というのか，医療

費があって，その保険料というのですか，保険税というのが決まると思うのですけれど

も，今度は県がそういった標準保険料というのを決める。今度は，標準的に医療費がどれ

だけかかるよというところの関係で，ここの給付費が決まるということで，ちょっと私が

心配なのは，竹原市としても，どれだけどこに医療費が給付されるか，どれだけかかって

いるかというのを実態はこちらでつかめるのですか。そこだけちょっと確認しておきたい

と。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 竹原市の方の医療費ですが，レセプトの方の情報ございますの

で，竹原市の医療費はつかめると思います。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっと確認したいのは，当初竹原市がやる場合は，竹原市でこれ

だけ，医療費がいろんなこうあるでしょうけど，医療費がかかりましたよということで，

１０億円かかりますよというので，この保険料をこうしますよというのが，その内容と必

要な保険料で賄うというのがあって，その医療費がどれだけかかっているか，給付される

かというのが，こっちがつかむのが見えたのですけど，それが見えるならいいのですけ

ど，そこが見えるというふうに，いいということですね，そこだけちょっと。 
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委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） それは，当然つかめます。 

委員（松本 進君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） その他はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，高額医療費の方に参ります。 

 ２９２，２９３ページです。 

 この中で，質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，次のページに移っていただき，出産育児諸費ですね，２９

４，２９５。 

 この中で質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，葬祭諸費，２９６，２９７。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，国民健康保険事業，事業費納付金の方に移ります。 

 ２９８ページ，２９９ページ。 

 このページの中で，質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，後期高齢者支援金等分です。 

 ３００ページ，３０１ページ。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，３０２ページ，介護納付金分です。３０２，３０３ペ

ージですね。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） 保健事業費，３０４ページ，３０５ページ。 

 このページの中で，質疑のある方はお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，基金積立金ですね，３０６，３０７ページ。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ３０８ページをお開きください。諸支出金。 

 このページについて，質疑のある方はお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，予備費，３１０ページ，１１ページ。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，歳入の方に戻ります。 

 ２７８ページをお開きください。 

 ２７８ページの県支出金ですね。県補助金，下から２つ，２．健康促進補助金ですね，

それと健康給付金等交付金。この２件について，質疑のある方はお願いいたします。次の

ページの上段までございます。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，２８０ページから２８１ページ。 

 この中で，質疑のある方はお願いをいたします。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，２８２，８３ページ。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 段取り上，ちょっと待ってください。 

 それでは，貸付資金特別会計に参ります。 

 ３３８ページをお開きください。 

 歳出です。事務費のみです。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） それでは，歳入の方に移ります。 

 ３３６ページをお開きください。その中の１，２，３です。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，後期高齢者医療特別会計の方に移ります。 

 ４６８ページをお開きください。 

 ４６８ページから４６９ページですね。 

 ４６９ページの一般事務に要する経費ですね。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４７０ページ，徴収費。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４７２ページ，広域連合負担金ですね。４７２，７

３。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは次，４７４ページですね。 

 諸支出金について，質疑のある方はお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，最後に４７６ページ，予備費。 

 よろしいですか，松本さん。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，歳入の方に移ります。 

 ４６６，６７ページですね。 

 質疑のある方はお願いいたします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ４６６。ここの予算説明資料で，保険料のところですけれども，前

年度比に比べて，額で２，２３９万１，０００円，率で７．１％ということであります

が，ですから１つは，この平均でしょうけれども，保険料そのものは前年度に比べて７．

１％負担が増えているというふうにちょっと確認をしたいということが，そこの点が１点

と，それからこの保険料というのは，いろんな軽減制度がとられているのは承知している

のですけれども，わかりやすく言えば，最大限軽減措置がかかっても，均等割だけかかる

ところがありますよね。ですから，所得がなくて均等割だけかかる，最大限９割軽減でし
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たか，かかった人でも，保険料が月額，年額幾らになるのかということをちょっと聞いて

おきたい。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） まず，後期高齢者医療の保険料についてでございますが，後期

高齢者医療制度では，保険料率は，２年に１度改定されるようになっております。３０

年，３１年度の保険料率が，このたび広域連合の議会の議決により改定をされておりま

す。平成３０年度からの後期高齢者医療の保険料は，均等割額が，現行の４万４，７９５

円から４万５，５００円に，７０５円ほどアップするようになっております。所得割額に

ついては８．９７％から８．７６％へ，０．２１ポイントほど下がるようになっておりま

す。それによって保険料が変更されていると考えております。 

 それから，低所得者，９割軽減が該当する方の年間の保険料でございますけれども，現

状が手持ちにないのですが，年間，３０年度からですが，４，５５０円となりまして，月

額にして３７９円，このように変更されます。現状で，たしか３７３円ぐらいだったので

はないかと思うのですけれども。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） ちょっと再質問の分で，いろいろな仕組み上こうなっているという

のは，繰り返し今まで，制度上なっている，申し上げてきて，極端な話が，収入がゼロの

人も均等割がかかるということで，いろいろこれまで申し上げてきました。そこの，要す

るに，収入も年金もゼロの人も均等割が，今いくらやったかな，年間４，５００円いくら

ですか，５５０円ぐらいですかね，かかるということでは，制度上こうなるから，何らか

の市としての対応は要るのではないか。広域連合で決めて，収入がゼロの人も年間４，５

５０円払ってくださいということになるのだろう，制度上の仕組みはそうなのですけれど

も，あとはこういったところで軽減ができるのなら，それで一番いいのですけども，でき

なければ，何か対策が要るのではないかなということについて，ちょっと聞いておきたい

と。 

委員長（高重洋介君） 市民課長。 

市民課長（森重美紀君） 後期高齢者医療制度の保険料というのは，後期高齢者医療制度

の基本を支えるもので，全ての被保険者が保険料を負担する相互扶助の制度になっており

ます。したがいまして，収入のない方からも原則として保険料を負担していただくことに
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なっております。委員もおっしゃられておりますように，そういった低所得者の対策とし

ましては，９割，８．５割，５割，２割の軽減の制度がございます。本市独自の減免につ

きましては，例えば一般財源を投入して保険料を下げるということになりますと，法に基

づいていない負担を後期高齢者医療制度に加入していない市民の方に強いることになりま

すので，基本的には制度上想定されていないものと考えております。 

委員（松本 進君） 今日はここで。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，これをもって……。ごめんなさい。 

 済みません。もう一度確認いたします。 

 ４６６，６７ページ，全体について質疑よろしいですか，皆さん。終了してよろしいで

すか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，これをもって市民生活部の個別審査を終了いたしま

す。 

 午後１時まで休憩とします。 

              午前１１時２０分 休憩 

              午後 ０時５３分 再開 

委員長（高重洋介君） 休憩前に引き続き審査を行います。 

 福祉部長より担当部所管事業について説明を求めます。 

 福祉部長。 

福祉部長（久重雅昭君） それでは，座ったまま失礼します。 

 午前中に引き続き，よろしくお願いいたします。 

 平成３０年度一般会計予算のうち，福祉部関係の事業予算，介護保険事業特別会計予算

について，平成３０年度当初予算案の概要の冊子によりまして，新規事業を中心にその概

要を御説明いたします。 

 ３ページをごらんください。 

 活かすまちづくりの推進の人を活かす事業といたしまして実施する新規事業につきまし

ては，まずこども園整備事業，児童館整備事業，２つ飛びまして，竹原保育所耐震改修事
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業と，下から３つ目の乳幼児健康診査機器整備事業の４事業であります。 

 次に，４ページをお願いいたします。 

 地域を活かす事業の新規分といたしまして，介護職員初任者研修助成事業，救急相談セ

ンター事業の２事業を上げておりますので，その内容について説明をいたします。 

 ５ページをお願いをいたします。 

 まず，こども園の整備事業についてでございますけども，子どもの健やかな成長を第一

に考え，質の高い教育，保育を提供するため，また多様化する保護者ニーズに対応するた

め，就労の有無に関わらず，子どもを預けることができる認定こども園を新たに整備する

ものであります。施設整備に当たりましては，少子化や施設の老朽化等の状況を考え，竹

原地区の保育所・幼稚園の３園を統合再編し，整備するものであります。建設予定地につ

きましては，竹原簡易裁判所に隣接する国有地を予定しております。平成３０年度に用地

取得，設計業務を実施いたします。これに要する予算を計上しております。平成３１年度

に建物の建築工事を行い，平成３２年４月に開園する予定としております。 

 次に，児童館整備事業でございます。この事業につきましては，公共施設の再整備に伴

う福祉会館の解体により，児童館を勤労青少年ホームへ仮移転するものであります。 

 次になりますけども，７ページの上の段をお願いいたします。 

 竹原保育所耐震改修事業でございます。これにつきましては，園児の安全・安心を図る

ため，耐震診断結果に基づき，耐震補強工事を実施するものであります。 

 次に，１０ページの下の段をお願いいたします。 

 乳幼児健康診査機器整備事業でございます。この事業につきましては，乳幼児の目の疾

病の早期発見，早期治療を促すため，視力検査用機器を購入するものであります。子ども

の目の機能は，６歳までにほぼ完了するというふうに言われております。これまで図にあ

りますような検査では異常の発見が遅れる可能性がありますので，最新の機器で検査する

ことにより，早期発見，早期治療につなげるものであります。 

 次になりますけども，１８ページをお願いいたします。 

 地域を活かす事業といたしまして，介護職員初任者研修助成事業を実施いたします。こ

の事業につきましては，介護人材の確保と定着を促進するため，介護職員初任者研修の受

講料の一部を助成するものであります。全国的に介護人材が不足する中，事業者だけでは

対応が困難なことから，本市としても人材の確保，定着に向けて支援をするものでありま

す。 
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 次になりますけども，救急相談センター事業でございます。これにつきましては，救急

医療機関の適正受診の促進と医療機関の負担軽減を図るため，２４時間３６５日体制で電

話相談を受け付け，緊急度が高い場合は１１９番へ転送し，低い場合には応急措置の助

言，または医療機関の案内を行う救急相談センターを開設するものであります。この事業

につきましては，広島広域都市圏が行いまして，本市もこれに参加するというものでござ

います。 

 続きまして，２３ページをお願いいたします。 

 新規事業のほかにも，２３ページの主な事業一覧にありますように，子育て環境の充

実，医療の充実と健康づくりの推進，安心して暮らせる豊かな高齢社会の形成，障害者福

祉の充実，地域福祉の推進，低所得者福祉の充実の欄に掲げる，福祉部が所管するそれぞ

れの事業についても予算を計上し，引き続き取り組むものでございます。 

 続きまして，５１ページ，５２ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計の予算でございます。 

 来年度，第７期の介護保険事業計画の初年度となります。高齢者が，可能な限り住みな

れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう，総合的な介護サービスを提供する

もので，地域包括ケアシステムの構築を推進するためなど，歳入歳出予算それぞれ３３億

９，１６１万８，０００円，前年度比較で３．２％増の予算を計上しております。 

 以上が福祉部関係の当初予算の概要であります。審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

委員長（高重洋介君） ありがとうございました。 

 それでは，説明が終わりましたので，質疑を行ってまいりたいと思います。 

 では，総務費，総務管理費，公共施設ゾーン整備費から行っていきます。 

 ６８ページをお開きください。 

 ６８ページ，公共施設ゾーン整備費について質疑のある方は，挙手にてお願いいたしま

す。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続きまして，社会福祉費の方に参ります。 

 ８６ページをお開きください。 

 ８６ページ，社会福祉総務費，下段の方の国民健康保険に要する経費を除きます。次ペ

ージの中段まで続いております。 
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 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 よろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，８８ページをお開きください。 

 障害者福祉費，８８，８９，また次のページにまたいで，次９３ページまであります

ね。とりあえず，ちょっと９１ページまで。 

 質疑のある方，お願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１ページめくっていただいて，９２，９３，障害者福祉

費。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，９２ページの下段ですね。老人福祉費。９５，９７の

上段までございます。そのうち，９７ページの老人保健事業に要する経費は省きます。 

 松本委員，ページ数を言ってから始めてください。 

委員（松本 進君） ９５ページの中ほどの老人クラブ連合会補助金が２７５万３，００

０円ですかね，これで私も毎回ここで取り上げているのは，実質補助金をこうして竹原市

として出して，あとその中身は均等割というのか人頭割というような仕組みで出されると

いうことで，その実態としては，これは各いろんな老人クラブなんかが，市老連へ負担金

を上げるというようなことで，実際地元の小さいところほど補助金のお金が残りにくいと

いうことで，全体の単価自体を上げないと，実質そこの老人クラブのところはお金が少な

い，あとは自分たちで出しているのもあるのでしょうけども。ですから，そこらの改善と

いうのがどうしても要るのではないかなという思いがちょっとして，繰り返しやっている

のだけども，これは前年度比でも少し減っているから，そこらの実質小さい老人クラブほ

ど，逆に負担が，市老連へ上げたら，残りが少ないということで，そこの解消はどうでし

ょうかということで聞いている。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 市老連の予算の話でございますけれども，先ほど御質問い

ただきました単位老人クラブから市老連の方へ負担金を払うというのは，これ負担金では

なくて，個人の会費でございます。これを一旦市老連本部の方へ納めていただくことにな
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っております。その後，各単位老連に関する補助金については，それぞれの人数割とかで

算出して，一括して市老連本部の方へ払っております。分配に当たりましては，それぞれ

の人数割であるとか，そういったものに案分しまして交付されているという内容でござい

ます。内容につきまして，おそらく去年もお話しさせていただいたと思うのですけれど

も，市老連全体では黒字でございますので，そういった中で適切な財政運営に努めていた

だくように我々としても指導していきたいと考えております。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 確認を含めて，全部が一律に，各老人クラブですよね，そこが全部

が赤字ではないのでしょうけども，さっき言った，市老連への払う会費と言われましたけ

ど，その会費と，これは内部事情の問題ですけどね，だからあとは市老連の運営で，そこ

らのいろいろ調整が図られる指導があるのでしょうけども，いろいろそこの内部は管理す

るわけいけないので，市老連としていろんな人を配置されて運営しているということで，

各老人クラブから個人会費を出してくださいという現実があるのですけれども。ですか

ら，そういう現実の分で，市老連へ上げる分と，市から出した場合では，小さいところほ

ど残りが少ないといいますか，逆に言ったら赤字が，市老連へ上げるのが多いというとこ

ろが現実にあります。ですから，そこは小さい老人クラブの一つの激励というのですか

ね，そういった目的，効果が上がっていないという現実があるということで，一律ではな

いのですけれども，そこは工夫が要るのではないかという面での，実際そこの小さい単位

老人クラブの残りというのですかね，そこが実質とかでそういうふうにしないと，運営が

ちょっと大変になるし，激励にもならないのではないかということについて，どうでしょ

うかということを聞きたい。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 単位老人クラブと市老連本部のお話ですけれども，確かに

一旦会費を集めて本部へ納入するという作業がありますけれども，各団体，各単位老連に

分配する時は，本部自体の事業に充てた後のものを分配するという形になっておりますの

で，どうしても少なくなる可能性はあります。ただ，本部が行う事業に関しましても，ゲ

ートボール大会であるとか，そういったものにつきましても，単位老連もかんで一緒にや

るという状況になっております。おっしゃいますような，大変小さい老人クラブにつきま

して，しんどいのではないかという御指摘につきましては，今後また市老連本部の方と話

ししながら，そういったことの起きないように努めてまいりたいと考えております。 
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委員長（高重洋介君） よろしいですか。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，福祉会館費ですね，１００ページ，１０１ページをお

開きください。中ほどですね，中段です，福祉会館費。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，老人福祉施設費の方に参ります。 

 １０８，１０９ページをお開きください。 

 事業費です。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いをいたします。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，児童福祉総務費の方に，１１０ページから１１３ペー

ジの上段ですね。そのうち，１１１ページ，下段の乳幼児等医療給付に要する経費を除き

ます。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，保育所費の方に参ります。 

 １１２ページをお開きください。１１２ページの下段から次のページにまたがっていま

す。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） １１５ページの臨時職賃金のところの積算内容も大丈夫ですね。 

委員長（高重洋介君） 大丈夫ですよ。人事管理に要する費用は全てで，総務の方で一括

してやっておりますので。２番，３番については，大丈夫です。 

委員（松本 進君） だから，次の１１５ページもいいですかね。 

委員長（高重洋介君） 大丈夫です。 

委員（松本 進君） ７番の代替保育と臨時職賃金。 

委員長（高重洋介君） 大丈夫です。 



- 175 - 

委員（松本 進君） 給食賃金ありますね，ここの積算といいますか，個別の積算をちょ

っと聞いておきたいということと，下の７番の臨時給食調理員賃金というのは，前の人事

の管理のところで私が聞いたのは，基本的な考え方として，正職員を補完するのが臨時の

扱いなのだということで，ここの臨時もそういう扱いでいいのかどうかをちょっと聞いて

おきたいと思います。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 松本委員さんおっしゃられますように，正職員を補完する

部分で臨時職員を配置しているというふうなことでございます。 

委員長（高重洋介君） 臨時職員の人数を聞いている。 

社会福祉課長（西口広崇君） 積算根拠ですね。 

委員（松本 進君） 人数。 

社会福祉課長（西口広崇君） 人数ですか。平成２９年度の部分が，当初予算が１，８４

０万１，０００円というふうな形ではありましたが，平成２９年度の補正を組ませていた

だきまして，補正後の額が全部で９，８３４万５，０００円という形になりましたので，

平成２９年度の決算額と同程度の額を平成３０年度当初予算に積算しております。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員，できるだけ一問一答でよろしくお願いします。 

委員（松本 進君） それは，代替保育士賃金のところと，そこの積算ですよね。８，０

１８万２，０００円あるわけだから，どういった代替の内容とそこの人数ということで，

積み上げが８，０００万円いくらになるということを聞いて，下のところも同じ内容なの

ですが，積算根拠を。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 平成３０年度当初，フルタイムの臨時さん１９名という形

で積算をしております。平成２９年１０月１日現在で，臨時保育士が６０名，調理員が２

０名という形でございます。フルタイムと，あとは公休代替，早朝の延長の２時間という

形で，パートの方もおられて，予算計上をしているということでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長（高重洋介君） それでは，児童福祉施設費の方に参ります。 

 １１４ページです。下段から次のページの中段まであります。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，その下，母子福祉費，１１７ページから１１９ページの上

段にかけてございます。 

 挙手にてお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，その下ですね，１１８ページ，児童手当費。 

 質疑のある方はいませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，生活保護費の方に移らせていただきます。 

 生活保護総務費，１２０ページ，１２１ページ。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） 事務の方からでいいのですよね。 

委員長（高重洋介君） はい。 

委員（松本 進君） 生活保護事務に関わるのですけれども，ここに資料を要求しまし

て，１つは，３ページに生活保護調べというのを出させてもらっております。平成２８年

度の保護世帯数というのが１７４と一番下であったり，右の方に来て，相談件数が４８件

とかで，保護開始が３１件とかというのがずっとありますけど，ちょっとここで聞きたい

のは，４８件相談件数があって，保護開始の３１件というのがあるのですけれども，その

３１件の保護開始の内容といいますか，それは，病気とか，失業とか，そういった高齢者

とか，いろんな状況があると思うのですが，この３１件なり，相談との関わりもあるので

すが，３１件なら３１件のうち，どういった状況の人が保護開始されたかというのがわか

れば，ちょっとその内容等を聞いておきたいというのが，この事務に関わってでありま

す。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 松本委員さんの平成２８年度の状況ということではありま

すが，全体的な形で答弁させてもらうのですが，相談というのは，生活に困窮された方，
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あるいはこれから生活をしていくのに厳しくなる状況にある方が相談に来られます。その

中で，相談の内容を把握する中で，生活保護に当たるようなケースの場合に申請をしてい

ただく。その申請していただく，いろんな状況はあります。傷病で働けなくなったとか，

あるいは会社が倒産したとか，また離婚をされて，今後生活していくのに難しいというよ

うな状況で相談に来られます。そういった事例があるということでございます。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 一つは，そういう相談来られて，もう一つは，私がいろいろ繰り返

し言っているのは，申請をしますよね，申請をして，その受理というのか，そこは相談と

か，いろいろ制度の仕組みとかというのを話されて，本人さんの確認が，これを受けたい

よという意思がある場合は，そこで無条件という言い方がいいのか，受理してということ

は間違いないでしょうか。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 委員さんおっしゃられますように，本人さんが申請する意

思があれば，当然申請を受理するというような形でございます。 

委員（松本 進君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，その下の段の扶助費の方に参ります。 

 １２０ページ，２１ページで，続いて１２２，２３ページに参りたいと思います。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） ここは，生活保護への扶助費が計上されておりまして，それとの関

係で，資料も，さっきも言った３ページにお示しをしていただきました。それで，私が求

めた資料とちょっと違う出し方があるので，ここですぐお答えできるかどうかはわかりま

せんが，もしできるなら，私が資料要求したのは，ここの生活保護基準見直しの影響額と

いうことで，今年度，それと２３年度という，合計でどれだけ影響があるかと，要するに

削減されたかということで資料要求を求めました。しかし，ここに提示いただいたのは，

２９年度の最低生活費という資料，平成２５年度の最低生活費ということで，言いたいの

は，平成２４年度２０１２年度から２０１７年度では削減になっているということと，２

７年度もなっているわけですから，その影響額が合わせてどれだけになるかなというの
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が，すぐ計算が，それを求めたのですけど，そういう提示がなかったものですから，わか

れば，わかる範囲なら，ちょっとお答え願えたらと。 

 それともう一つは……。 

委員長（高重洋介君） 済みません，そこで。 

 答弁お願いします。 

 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） ２４年度から２９年度にかけての影響額ということでござ

います。 

 いろんなパターンがありまして，それぞれ対比していただければというふうには思いま

す。全体的に，２４年度から２９年度までに比較してみたら，それぞれいろんな世帯にお

きましても，生活費が下がっているというふうな形でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 確かに，国が決めた，その仕組みで下がってきているというのは承

知しているわけですけれども，この資料に基づいて，生活保護基準見直しの一番下の５番

目ということで，母子世帯で４０代，中学校２年生，高校２年生という場合の最低生活費

ということがちょっとここへ提示されています。それで，例えば２４年度から減っている

のですが，この資料では，２５年度から２９年度の生活費を見ても，これは５，２７０円

ほど下がっているわけです，こういった母子家庭の暮らしの問題で。国が決めた基準で計

算したら，そういう，下がっています。率では２．２％下がると思うのですけれども，国

が確かに決めたということは事実なのでしょうけれども，これだけやっぱり最低生活とい

う，そのものがこれは下がっているのは事実でありまして，ある統計を見ていたら，所得

が１０段階という統計がありまして，その生活保護の基準というのが，一番下の１０段階

の所得の分で，これは国がやっている分で，ここでその生活保護の率を上げろ，とか下げ

ろとかという意味ではないのですが，そういった一つの生活保護の仕組みが，所得の１０

段階の一番下の段階の所得の推移で，そこが下がっているから，生活保護も下げるのだと

いうふうな理屈で出されているわけです。ですから，そういった現状で，２５年度からい

ろんな物価とか給料とか上がっているというのか，横ばいという状況の中で，これだけや

っぱり２．何％下がるということは，母子家庭では相当生活への打撃といいますか，そこ

が起こっているのではないかなということについて，国の仕組みなのですけども，そこら

の認識はちょっとどうかということを聞いておきたい。 
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委員長（高重洋介君） 社会福祉課長，答弁できる範囲でお願いいたします。 

社会福祉課長（西口広崇君） 最低生活費といいますか，生活保護費が下がっているとい

うことではありますけど，生活保護の最終目的が，自立というようなところがございま

す。そのために，就労をしていただいて，その中には控除されるという部分もあります

し，子どもさんが大きくなって，ある程度自立に向けて出ていかれるというふうな形にも

なります。最低生活費は下がりますけど，就労しますと，そこの部分で収入は上がるとい

うふうに認識しております。 

 以上でございます。 

委員（松本 進君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） そのほかありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続いて，災害救助費の方に参ります。 

 １２４ページ，１２５ページをお開きください。 

 川本委員。 

委員（川本 円君） 失礼いたしました。 

 １２５ページの災害見舞金についてお伺いします。 

 まず，今回１６万円というふうな数字が上がっているのですけれども，まず数字的な根

拠と何件を対象とした金額かわかれば教えてください。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 災害見舞金の１６万円でございますけど，前年度実績に対

して，今回上げさせていただきました。平成２９年度の実績が対象８件という形で，２１

万円の実績ではございます。それと，２８年度の実績が２件ということで３万５，０００

円というふうな形でございますので，ある程度前年度の平均という部分で数値を上げさせ

ていただいています，平均という形で。済みません。 

委員長（高重洋介君） 川本委員。 

委員（川本 円君） 言いますのは，２９年度の１２月に火災が起きて，これらが充てら

れたと思いますけども，一応火災に遭われた方にもちょっとお話を聞く機会がありまし

て，改めて見舞金のどういうふうな使われ方をされているかというのをもう一回聞きたい

のですけれども，いつごろ，例えば全焼が何万円とかというありますよね，決まり事，そ

のちょっと詳細と，あわせて，それはいつごろ決められたものかわかりますか。お願いで
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きますか。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 全焼が３万円で，半焼が１万５，０００円ということにな

っております。 

委員（川本 円君） 時期は。 

委員長（高重洋介君） 時期はいつですか。 

社会福祉課長（西口広崇君） 災害発生しますと，うちの職員が現場へ……。 

委員（川本 円君） 全焼３万円，半焼１万５，０００円はいつごろから。 

社会福祉課長（西口広崇君） そこは，資料がちょっとないので，済みません。 

委員長（高重洋介君） では，後からまたお願いいたします。 

 いいですか。 

 最後，川本委員。 

委員（川本 円君） 最後にします。 

 今，時期を聞いたのは，かなり，僕は思うには大分前の話で，古い話だと思うのです

が，今現在平成３０年度に即した金額ではないのかなという危惧がありましたので，お聞

きしました。それもあわせて，後わかったら教えてやってください。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） 後でいいですか。 

委員（川本 円君） いいです。 

委員長（高重洋介君） では，その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，保健衛生費の方に移ります。 

 １２６ページ，７ページをお開きください。 

 その中の２．地域保健医療対策に要する経費，５．地域自殺対策事業に要する経費，一

番下ですね，次のページにまたぎますが，食育推進事業に要する経費の３点について，質

疑のある方はお願いいたします。 

 宇野委員。 

委員（宇野武則君） １２７ページの５の地域自殺対策事業に要する経費の３０万円です

ね，これはどういうところへ委託をしているのか，その内容についてお伺いします。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 
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健康福祉課長（塚原一俊君） 地域自殺対策事業補助金の部分でございます。金額が３０

万円でございますけれども，これは，いのちのホットライン竹原という名称でございまし

て，これの委託先が，ふれあい館ひろしまということになっております。 

 内容につきましての御質問ですけれども，これは年末年始以外ほぼ全日の対応というこ

とで，休日も含め対応をしていただいております。この内容ですが，平成２８年度の実績

ですが，そういった自殺とか，いろんな悩みの相談ということがありまして，２８年度の

実績で言いますと，面談が１０人，電話が２２４人ということになっております。 

 なお，この３０万円の補助金に対する県からの補助金が１５万２，０００円ございま

す。 

 内容につきましては，以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１２８ページですね。健康増進対策費の方に移りま

す。 

 その中の１．健康づくり推進に要する経費のうちの１１．消耗品費，１１．印刷製本

費，１２．通信運搬費の一部，１３．後期高齢者研修委託料を除きます。 

 その中で，質疑のある方はお願いします。 

 よろしいですか。次のページの上段までありますが，よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 予防費。 

 １２８ページから下１行ですね，それから次ページの上段まであります。予防費です。 

 質疑のある方はお願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，母子保健費です。 

 １３２ページの下段になります。それから，次のページの上段までございます。 

 質疑ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，１３６ページ。診療所設置費，中段ですね。 

 質疑はありませんか。 



- 182 - 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） その下，保健センター費。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，土木費の方に移ります。 

 １８４ページをお開きください。 

 都市再生整備計画，１８４ページ，一番下の段から次のページなのですが，その中の測

量設計委託料の一部，解体工事を除きますが，測量設計委託料の中にはこども園が含まれ

ていますので，その点について，解体工事以外です。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いします。 

委員（宮原忠行君） なしよ，こども園があれだから，設計測量だから何にもない。 

委員長（高重洋介君） 副委員長。 

副委員長（今田佳男君） 測量設計ということ，委託なのですが，いろんなところで説明

をされていると思うのですよね，地域の方とか。どういったものをつくってほしいとかと

いうニーズがもしあれば，聞き取りをされていれば，教えていただきたいと思うのです

が。 

委員長（高重洋介君） 社会福祉課長。 

社会福祉課長（西口広崇君） 一応，説明の時に木造化というふうな形で，平家建てとい

う説明をさせていただいております。地域の新しく，今予定地の近くの自治会の説明会の

時には，あそこの近くには防災拠点というものがないのでということで，そういう話はあ

りました。そういう部分は，うちの総務課とも協議をしていきたいというふうな回答をさ

せていただきました。 

 こども園自体は，高い建物というのもどうなのかなという部分では，お話をさせてもら

ってはおります。 

 以上でございます。 

委員長（高重洋介君） いいですか。 

 その他ございませんか。 

 宮原委員。 

委員（宮原忠行君） このこども園については，特にあの近辺は，ロータスインとか，そ

れから大広苑と災害協定を結んでいるのよね。いざ災害が来た時には避難所にしたりと
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か，食料の提供とか，飲食なんかの提供とかしている話で，民間施設ですらも，そうした

地元自治会と協定を結んでやっている話だから，新しくできる公共施設が，全体的な公共

施設の再配置の中で見直しをしないといけないとは思うのだけど，新しくつくるものにつ

いては，そうした地元の安全・安心に十分応え得るような防災機能というか，また避難所

機能についても，十分財政と協議の上，そうした竹原市が安全・安心のまちづくりの理念

に合致できるような設計にしていただきたいと思いますので，これ要望です。それで，も

し今とりあえず答弁してもあれだろうから，財政課としっかりと協議をして，そうした地

元要望に応え切れるように努力をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ないようでしたら，続いて消防費の方に移りたいと思います。 

 ２０４ページ，２０５ページをお開きください。 

 ２０５ページですね，消防費の中の地域防災ネットワーク推進事業に要する経費のう

ち，１１．消耗品費，その下の印刷製本費，その下の通信運搬費，１３．システム保守委

託料ですね，ここのみ質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，教育費の方に参ります。 

 ２３６ページをお開きください。 

 ２３６ページ青少年指導費，この中の２３７ページの一番下にあります青少年指導等に

要する経費，次のページにも少しありますね，上段。 

 ありませんか。よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ちょっと段取りの都合上，少しお待ちください。 

 それでは，介護保険特別会計の方に移らせていただきます。 

 ４１８ページをお開きください。 

 特別会計は，歳出，歳入の順に行ってまいりたいと思います。 

 ４１８ページですね，一般管理費，上段です。ここについて，質疑のある方は，挙手に

てお願いいたします。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４２０ページ，徴収費ですね，賦課徴収費です。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） ４２２ページ，介護認定審査会費と認定調査費について，質疑は

ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 保険給付費に参ります。 

 ４２４ページ，４２５ページです。このページについて。 

 松本委員。 

委員（松本 進君） この保険給付費のことで，３番目の施設サービスのことに関わって

ちょっとお尋ねしたいし，資料については１６ページに，ここに各資料を出してもらって

います。それで，１つは，給付サービスの件なのですけれども，計画が，この２０１８年

のプランで，そこの施設のサービスのところだけにちょっと限定してやりますと，施設サ

ービスの，これ７７ページで，施設サービスの給付の方の数値なのですが，これが平成３

０年から３１，３２，３７というふうな書き方していますが，ここで特養ホーム，いわゆ

る老人保健施設の特養ホームのところのサービスが１７４というふうになっています。あ

とはいろいろサービスがあるのですが。この１７４と，それでこの以前の２０１５年のサ

ービス計画のところを見ますと，ここはたしか１８４ということで，１０床減らしている

わけですね，この計画上。ですから，一つ聞きたいのは，こういう高齢化が進む，いろい

ろ施設とか在宅とかいろいろサービスがあるのですが，１つの施設の限定して聞く場合，

サービスの量の分を１０床なんで減らさなくてはいけないのかなという計画で，今度は予

算もそういうふうになっているわけですからね，予算措置になっていますから，１８４だ

ったものが１７４になぜ計画上減らして，今度ここの予算，給付サービスの措置になって

いるのかなということが１つと……。 

委員長（高重洋介君） では，そこで，まず。 

委員（松本 進君） わかりました。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 事業計画のたてりから申し上げまして，現在入っていらっ

しゃる方，そして将来にそれを利用される方という内容の中で必要な給付のサービス量を
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算出いたしております。前回が１８４で，ちょっと手元にはないのですが，今回が１７４

人という計算につきましては，実数から算出していると思います。当然，その中には，竹

原市の施設だけではなく，ほかの市町の施設に入ってらっしゃる方もいらっしゃるので，

そういった方々，竹原市が給付対象としている方々の状況を見ながら計算をしているとい

う状況でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） この資料に，１６ページのところの予算資料にあるのですけども，

ここは，一番上のところの施設サービスに特養ホームにかかっての資料を見ますと，竹原

市全体では，定員数が１５３あって，その一番右の方が合計になると思うのですが，平成

２９年４月１日時点で１２９人の希望者，これが待機者，１２９人の希望者が待機者とい

うふうに理解していいのかどうかを確認をあわせて，それとの関係で見たら，これだけ待

機者がいるのに，なんで給付サービスを減らすのかなと。実数で減らす必要があるのかな

と。増やさなくちゃいけないのではないのかなと思って，お尋ねしているわけです。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） まず，資料要求いただきました内容については，現在こち

らの方にございますけれども，広島県の調査いたしました資料から掲載させていただいて

います。内容につきましては，入所申込者数という資料要求の内容でいただきましたが，

これは実際の待機者数という人数でよろしいかと思います。 

 あと，待機者がいらっしゃる中でどうかという，施設サービスを増やさないのはどうか

という御指摘につきましては，これまでも御説明させていただきましたが，例えばこの１

２９名の待機者の中が，皆さんが在宅かといったら，そうではなくて，皆さん，施設，病

院に入ってらっしゃるということも考えながら，そして今後の設備投資の内容，今後の人

口動態，そこらを勘案しました。そして，そういったものを事業計画に上げて，特別養護

老人ホームを建設して，例えば５０床延ばすということになりますと，全て保険料にはね

返ってまいりますので，そこらあたりは慎重に現状を見きわめながら事業計画を立てた状

況でございます。 

委員長（高重洋介君） 松本委員。 

委員（松本 進君） 繰り返しになるから，この場ではまたとめておきたいと思うのです

が，私が常々言っているのは，国との関係で，それが実行ができていないというのが，ち

ょっと私は国の方も問題があると思うのですが，いずれにしても，一応スローガンとして
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待機者ゼロとか，離職者ゼロとか，そういう一つのスローガンがあるではないですか。で

すから，そこが１００％になるのが一番いいのだけれども，そこは正直言って，財政問題

の絡みがあるからね，計画的にということを私は常々言っているのだけども，しかし少な

くとも１２９人，いろんな在宅とか，そこの違いがあるにしても，要介護３とか，在宅だ

け絞ったら少し減るのでしょうけどもね，それにしても，待機者がいることは事実なの

で，そこを一遍に５０床増やせとはよう言いませんけれども，３カ年計画の中で５床，１

０床，１５床，それとか，今度はそれが特養ホームにかわるような，小規模のそういう施

設に入所できるような，今忠海のところでつくっているような，そういう小規模，２５床

でしたか，そういった分で何とか対応するとか，いろんな工夫があって，そういう施設サ

ービス自体は増やさなくてはいけないというのが，どう考えてもね。しかし，１０床も減

る，実数なのだという，ちょっと問題があるのではないでしょうかということで，最後に

指摘しますが，意見を聞きたい。 

委員長（高重洋介君） 健康福祉課長。 

健康福祉課長（塚原一俊君） 最後の部分ですね。マイナス１０床というのは，床数を減

らしたわけではございません。繰り返しになりますが，今現在入っていらっしゃる方，そ

して今後の伸びを見込んだという内容でございます。 

 それと，同じ答弁になるかもしれませんけれども，これは竹原市の財政問題ではござい

ません。特別養護老人ホーム運営そのものの問題と理解していただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

委員長（高重洋介君） そのほかございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，１ページめくっていただいて，４２６，４２７ページにつ

いて質疑のある方はお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，次のページ，４２８，４２９ページ。 

 質疑のある方はお願いいたします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，４３０ページ，３１ページ。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では次，４３２，４３３ページです。 

 ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４３４，４３５ページ。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，４３６，４３７ページ。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４３８ページ，４３９ページ。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４４０ページ，４１ページ。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，４４２ページ，４４３ページの中で，質疑のある方は

お願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４４４ページ，４４５ページで，質疑のある方はお

願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４４６ページ，４４７ページ。 

 質疑のある方はお願いいたします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） 続きまして，４４８ページ，４４９ページ。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，４５０ページ，予備費ですね。 

 ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，歳入の方に戻らせていただきます。 
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 ４１４ページですか。４１４ページをお開きください。 

 歳入です。 

 ４１４ページ，１５ページ。 

 質疑のある方は，挙手にてお願いいたします。 

 いいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） それでは，４１６ページ，１７ページ。 

 質疑のある方。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（高重洋介君） では，以上をもって福祉部の個別審査を終了いたします。 

 以上で市民生活部，福祉部の個別審査を終了いたします。 

 次回は，明日３月８日木曜日１０時から建設部の個別審査を行います。 

 以上で第４回予算特別委員会を終了いたします。 

 御苦労さまでした。 

              午後１時４６分 散会 

 

 


